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1 適 用 条 件 

(1) この個別約款は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業

者または配電事業者（以下「当該一般送配電事業者等」といいます。）が

定める託送供給等約款およびその他の供給条件等（以下「託送約款等」と

いいます。）にもとづく接続供給により低圧で電気の供給を受けて電灯ま

たは小型機器を使用し、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 ア

ンペア以下であるお客さまが、この個別約款の適用を希望され、当社との

協議が整った場合に基本約款とあわせて適用いたします。 

(2) この個別約款は、次の地域に適用いたします。 

   北海道 

   ただし、電気事業法第 2条第 1項第 8号イに定める離島は除きます。 

 

2 個別約款の変更 

(1) 当社は、次の場合には、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、この個別

約款を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であって

も、電気料金その他の供給条件は、変更後の個別約款によります。 

  イ 託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、この個別約

款を変更する必要が生じた場合 

    この場合、当社は、変更後の当該一般送配電事業者等が定める託送供

給等約款およびその他の供給条件等または法令をふまえこの個別約款を

変更いたします。 

    なお、この個別約款を変更するまでの間、この個別約款における託送

約款等は、変更後の当該一般送配電事業者等が定める託送供給等約款お

よびその他の供給条件等といたします。 

  ロ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合 

    この場合、当社は、変更された税率にもとづきこの個別約款を変更い

たします。 

  ハ イおよびロ以外の事由であって、電源調達費の変動または社会情勢の
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変化等、合理的な理由により、この個別約款を変更する必要が生じた場

合 

(2) 当社は、この個別約款の変更を行なう場合は、この個別約款の変更前は、

変更内容を、変更後は、変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号

ならびに当社の名称および所在地をお客さまにお知らせいたします。この

場合、電気事業法第 2条の 13に定める書面（以下「契約締結前交付書面」

といいます。）および電気事業法第 2条の 14に定める書面（以下「契約締

結後交付書面」といいます。）の交付に代えて、電子メールを送信する方

法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等により

お客さまにお知らせいたします。 

   なお、変更とならない事項については、お知らせを省略することがあり

ます。 

   また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更

その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合は、当

該変更となる事項の概要のみをお客さまにお知らせいたします。この場合、

契約締結前交付書面を交付することなく、電子メールを送信する方法また

はインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する方法等によりお客さ

まにお知らせいたします。なお、契約締結後交付書面は交付いたしません。 

 

3 契 約 期 間 

  契約期間は、基本約款 7（需給契約の成立および契約期間）(2)によります。

ただし、契約期間満了に先だって、原則として当社が提供する他の需給契約

に変更することはできません。 

 

4 料 金 

  料金は、基本料金、電力量料金および別表 1（再生可能エネルギー発電促

進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合

計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2（燃料費調整）(1)イによっ
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て算定された平均燃料価格が 80,800 円を下回る場合は、別表 2（燃料費調整）

(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2（燃料

費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 80,800 円を上回る場合は、

別表 2（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものと

し、別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定された離島

平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合は、別表 3（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し

引いたものとし、別表 3（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算

定された離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合は、別表 3（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整額を加えたものといたします。 

(1) 基 本 料 金 

   基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電

気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流10アンペア 418円00銭 

契約電流15アンペア 627円00銭 

契約電流20アンペア 836円00銭 

契約電流30アンペア 1,254円00銭 

契約電流40アンペア 1,672円00銭 

契約電流50アンペア 2,090円00銭 

契約電流60アンペア 2,508円00銭 

(2) 電力量料金 

   電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 35円22銭 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの 

1キロワット時につき 
40円18銭 

280キロワット時をこえる1キロワット時につき 43円20銭 
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5 日 割 計 算 

(1) 当社は、基本約款 21（料金の算定）(1)イの場合は、次により料金を算

定いたします。なお、基本約款 21（料金の算定）(1)ロの場合は、料金の

算定期間を「1 月」として算定することとし、基本約款 22（日割計算）に

かかわらず、日割計算をいたしません。 

  イ 基本料金は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)イにより日割計算をい

たします。 

  ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の

対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。ただし、料金適

用上の電力量区分の日割計算は、別表 4（日割計算の基本算式）(1)ロに

よるものといたします。 

  ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。 

(2) 基本約款 21（料金の算定）(1)イの場合により日割計算をするときは、

日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。 

 

6 料金の支払方法 

料金の支払方法は、基本約款 24（料金その他の支払方法）にかかわらず、

次によります。 

(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていた

だきます。 

なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場

合は、原則として次によります。 

イ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、その

クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指

定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指

定した方法によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 

  ロ 当社が請求情報および支払方法をショートメッセージまたは電子メー

ルを送信する方法によりお客さまに通知し、お客さまが通知された支払
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方法によって料金を支払われる場合は、当社が指定した方法によりあら

かじめ当社に申し出ていただきます。 

  ハ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替

える方法を希望される場合は，当社が指定した方法によりあらかじめ当

社に申し出ていただきます。 

(2) お客さまが料金を(1)ロにより支払われる場合、当社は、原則として、

請求に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受け

ます。 

(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のと

きに当社に対する支払いがなされたものといたします。 

  イ (1)イにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当

社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。 

  ロ (1)ロにより支払われる場合は、お客さまが当社の通知した支払方法

による支払い手続きを完了したとき。 

ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から

引き落とされたとき。 

(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特

別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士法にもとづく弁護士法人

（以下「債権回収会社等」といいます。）が指定した金融機関等を通じて、

債権回収会社等が指定した様式により、料金を払い込みにより支払ってい

ただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社等が

指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされた

ものといたします。 

(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。 

 

7 そ の 他 

  その他の事項については、基本約款によるものといたします。 
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附 則 

 

1 実 施 期 日 

この個別約款は、2025年 11 月 10日から実施いたします。 
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別 表 

 

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

   再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措

置法第 36条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基

づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいま

す。）およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。 

   なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお

知らせいたします。 

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

   (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能

エネルギー発電促進賦課金単価にかかわる納付金単価を定める告示がなさ

れた年の 5 月の料金に係る検針期間の始期から翌年の 4 月の料金に係る検

針期間の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。 

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

  イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1月の使用電力量に(1)に

定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたしま

す。 

    なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の

単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 

  ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 1項の規

定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出てい

ただいたときは、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る検針期

間の始期から翌年の 4 月の料金に係る検針期間の終期（お客さまの事業

所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 5項または第 6項の規定に
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より認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む検針

期間の終期といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用され

る電気にかかわる再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわら

ず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金

額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 3項第 1号によって算

定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 3項第 2号に規

定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」

といいます。）を差し引いたものといたします。 

    なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 

 

2 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

  イ 平均燃料価格 

    原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入

品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値と

いたします。 

    なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円

の位で四捨五入いたします。 

     平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

      Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの 

        平均原油価格 

      Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化 

        天然ガス価格 

      Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭 

        価格 

      α＝0.1874 

      β＝0.0899 
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      γ＝1.0036 

    なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均

原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの

平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四

捨五入いたします。 

  ロ 燃料費調整単価 

    燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 

    なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下

第 1位で四捨五入いたします。 

   (ｲ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,800 円を下回る場合 

燃 料 費 
＝ (80,800 円－平均燃料価格) × 

(2)の基準単価 
調整単価 1,000 

   (ﾛ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,800 円を上回る場合 

燃 料 費 
＝ (平均燃料価格－80,800円) × 

(2)の基準単価 
調整単価 1,000 

  ハ 燃料費調整単価の適用 

    各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調

整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適

用期間に使用される電気に適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る検針期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る検針期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る検針期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る検針期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る検針期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る検針期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る検針期間 

毎年 8月 1日から 10月 31日までの期間 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 
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毎年 9月 1日から 11月 30日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで
の期間 

翌年の 4 月の料金に係る検針期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで
の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年
の 2月 29日までの期間） 

翌年の 5 月の料金に係る検針期間 

  ニ 燃料費調整額 

    燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料

費調整単価を適用して算定いたします。 

(2) 基 準 単 価 

   基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとお

りといたします。 

1キロワット時につき 17銭 3厘 

(3) 燃料費調整単価等のお知らせ 

   当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たり

の平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平

均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせい

たします。 

 

3 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

  イ 離島平均燃料価格 

    原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の

輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された

値といたします。 

    なお、離島平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10

円の位で四捨五入いたします。 

     離島平均燃料価格＝Ａ×α 
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      Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり

の平均原油価格      

      α＝1.0000       

    なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの

平均原油価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四

捨五入いたします。 

  ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

    離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された

値といたします。 

    なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その

端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

   (ｲ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場

合 

      離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

(79,300 円－離島平均燃料価格) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 

   (ﾛ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り、

かつ、119,000 円以下の場合 

      離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

(離島平均燃料価格－79,300 円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 

   (ﾊ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る

場合 

離島平均燃料価格は、119,000円といたします。 

      離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

(119,000 円－79,300円) × 
(2)の離島基準単価 

1,000 

  ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

    各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された

離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間
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に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用され

る電気に適用いたします。 

離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバーサルサービス 

調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る検針期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る検針期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る検針期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る検針期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る検針期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る検針期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る検針期間 

毎年 8月 1日から 10月 31日までの期間 翌年の 1 月の料金に係る検針期間 

毎年 9月 1日から 11月 30日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る検針期間 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間 翌年の 3 月の料金に係る検針期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで
の期間 

翌年の 4 月の料金に係る検針期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで
の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年
の 2月 29日までの期間） 

翌年の 5 月の料金に係る検針期間 

  ニ 離島ユニバーサルサービス調整額 

    離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによ

って算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いた

します。 

(2) 離島基準単価 

   離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、

次のとおりといたします。 

1キロワット時につき 1厘 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ 

   当社は、(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当
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たりの平均原油価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサ

ービス調整単価をお知らせいたします。 

 

4 日割計算の基本算式 

(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。 

  イ 基本料金を日割りする場合 

1月の該当料金 × 
日割計算対象日数 
検針期間の日数 

  ロ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

   (ｲ) 料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式は、次のとおりと

いたします。 

第 1段階料金 
＝120キロワット時× 

日割計算対象日数 
適用電力量 検針期間の日数 

      なお、第 1段階料金適用電力量とは、最初の 120キロワット時まで

の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいま

す。 

第 2段階料金 
＝160キロワット時× 

日割計算対象日数 
適用電力量 検針期間の日数 

      なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280

キロワット時までの 1キロワット時当たりの電力量料金が適用される

電力量をいいます。 

   (ﾛ) (ｲ)に規定する日割計算後の第 1 段階料金適用電力量および第 2 段

階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イ「検針期

間の日数」は、次によります。 

  イ 電気の供給を開始した場合は、開始日を含む検針期間の日数といたし

ます。 

ロ 需給契約が消滅した場合は、消滅日の前日を含む検針期間の日数とい
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たします。 


